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   守口市議会政務活動費の交付に関する条例の臨時特例に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、守口市議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年守口市条例第４号。以下「政務活動費条例」と

いう。）の特例を定めるものとする。 

（政務活動費の特例） 

第２条 この条例の施行の日から令和３年３月31日までの間における会派に対する政務活動費については、政務活動費条例

第３条第１項中「月額３万円」とあるのは、「月額２万円」とする。 

   

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

 （この条例の失効） 

２ この条例は、令和３年３月 31日限り、その効力を失う。 


